
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２４年(令和６年)３月 
大阪府公立学校管理職員協議会 
〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町 7-11 

         大阪府教育会館 406 号 

 TEL06-6765-1241 FAX06-6765-1353 

 大管協は、会員である教育管理職員を最大の組

織力・団結力で支えるための「法的支援制度」を

平成 2 年（1990 年）に創設以来、33 年間に

亘って会員のニーズに対応し整備してきた。  

顧問弁護士による法的支援は、調停支援、簡易

裁判所係属の少額訴訟や通常の訴訟支援(いわゆ

る裁判)、弁護士代理人制度活用による会員への

通告文書対策や行政不服審査請求対応、そして、

日常的な各種法律相談等がある。 

 また、定年退職後の裁判事例では、数年を経た

後に突然、公務に起因する事案で訴えられた事例

がある。例えば退職後、当時の職員が「在職時の

校長が全て悪い」と一方的に思い込み、訴訟に及

んだケースである。これは、止めようがない。退

職会員にとっては晴天の霹靂で、精神的にも疲れ

る厄介な裁判となる。このような現職中の「不法

行為責任」を理由にした「言い掛り裁判」が起こ

されても「時効が経過する１０年間」は、大管協

退職者会計・大管協本部の各救援会計によって持

続的に支援を行っている。 

大管協がこれまで支援を決定した調停等を含

む訴訟では、顧問弁護士が全て勝訴してきた。 

 

 

今年度過去５年平均相談件とほぼ同数 
     

■今年度（昨年３月～本年２月迄）の顧問弁護士 

 相談件数は 81 件。過去５年間の平均相談件数 

 は年間８2件で、ほぼ横ばいとなった。 

■相談内容は、 いじめ事案を中心に保護者対応、

教職員間に係るトラブルやそれに関係する法令

等の解釈、などであった。私的事項の相談はも

ちろん、退職会員からの相談もあった。私的事

項の相談は年３回までなら無料である。 

■会員の家族による相談は、事前に会員から顧 

問弁護士に連絡しておくことが必要である。 

■事案発生の場合、近藤行弘 大管協顧問弁護士に

出来る限り早急に相談し、管理職が法的裏付け

に基づき、自信をもって対応することが、教育

公務員として、職責を果たす上で極めて重要だ。 

※事務所は右記に記す。℡ 06-6315-7060➡   

 

府教委令和6年度予算説明会 

質問・回答 
 ●説明会において府教育庁との質疑応答があったが、 

 その場ではなく「持ち帰り分」の回答を記す。 
 

Q1.「2025 年日本国際博覧会児童生徒招待事業」 
 

 令和 5 年度 9 月補正で団体申込・バス等各種手配 

 にかかる運営委託費を計上していたが、その中に 

 バス賃借料は含まれているのか。別途、学校（参 

 加者が支払うのか。 

〈回答〉運営委託事業費については、学校単位で来場 

 するための博覧会協会予約システムへの入力や、予 

 約確定に向けた個別調整、バスの個別手配など学校 

 単位での入場を円滑に進め、多くの学校が参加しや 

 すいスキームに要する費用を対象としている。バス 

 手配及び学校への割り付け業務については委託事 

 業の対象となりますが、バスの借上げ賃料は含まれ 

 ていません。 

Q2.「部活動指導員等配置事業費」 
 

 前年度に比べて学校に配置できる指導員の人数は 

 増えているのか。 

〈回答〉配置人数は、各部活動指導員に充てる時間数 

 よって異なりますが、前年度と同額の査定のため、 

 上限の時間数は前年度と同様になります。効果的な 

 配置に努めてまいります。「大阪モデル」を推進し、 

 顧問に専門性がない部活動に配置を行っています。 
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 自民党は、教員不足や「ブラック」と揶揄さ

れる超長時間勤務時間問題、いじめ事案への対

応等、山積する教育課題について改革の方向性

と具体策を示した。全管協が提言してきた趣旨

と内容が反映されているので、以下に記す。 

〈方向性〉 

⑴高度専門職として崇高な使命を有する教師 

⑵令和新時代に求められる教職のあるべき姿 

⑶教職の魅力を向上し、優れた人材を確保 

〈具体策〉 

⑴学校における指導・運営体制の充実 

 ➀中学校の 35人学級の実現 

 ➁小学校高学年教科担任制の充実 

 ➂支援スタッフの抜本的配置拡充 

 ・教員業務支援員と副校長・教頭マネジメン 

  ト支援員の全小・中学校への配置 

 ・スクールカウンセラー、スクールソーシャ 

  ルワーカー、部活動指導員等に抜本的拡充 

⑵教職の魅力を高め、志ある優れた人材が教師 

 を目指すための支援 
 

 ➀大学と教育委員会が連携した教職課程の見 

  直しを含む養成改革、教員養成大学等に地 

  域枠を設定、奨学金の返還を免除・軽減 

 ➁心理・福祉等の特定分野に強みや専門性を 

  有する教師の育成・配置 

 ➂高度専門職としてのキャリア形成の保証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るが、首席は、週あたり１０時間の授業軽減が

できるよう非常勤講師を措置した。 

  また、教頭の複数配置は、標準法において一

定の算定がされているが、大阪では、府域にお

ける全体的な教育水準の維持向上を図る観点

から、へき地･小規模校に対する基本教員定数

の配置などに活用している。 
 

退職金や前年の年収の関係でほとんどの方に還付

金があります。申告の際に添付資料が必要ですから、

下記の点にご留意し、保管してください。 

【収入】…源泉徴収票等が必要 

➀１月～３月及び４月～12 月までの給与、退職金 

➁個人年金(一部例外)など 

【所得から差し引かれる金額】領収書等が必要 

➂社会保険料 (健康保険料など)支払い証明書 

➃生命保険料等支払い証明書 

・新生命保険/介護医療保険/新個人年金保険  

➄医療費支払の領収書等(医療控除) 

➅指定された市販薬剤の領収書 ※⑤か⑥どちらか 

➆寄付金の領収書 
＊社会保険・医療費控除などは本人だけでなく、生

計を一にする配偶者等の親族のために支払った場

合、その合計が控除の対象になる。 

 

   

⚫  

４月 3 日(水)会計委員会 

４月 ８日(月)会計監査委員会  

４月１2 日(金)役員立候補〆切 

４月１5 日(月)支部役員･代議員名簿提出〆切 

４月１５日(月)選挙管理委・大会運営委員会 

４月２1 日(日)全管協 代表者会・役員会 

４月２2 日(月)全管協 文部科学省等要請行動 

４月 25日(木)新旧幹事会（大管協大会の方針案等確認） 

5 月 9日(火) 代議員会・支部長会議 

５月 18 日(土) 第 51 回定期大会（午後～） 

       50 周年記念式典・祝賀会 

◆今年度給付件数は、災害を含む弁償・処分等見舞

金 16 件、弔慰金は 58 件、病気見舞金は 5 件で

あった。昨年度は弁償・処分等見舞金 6 件、弔慰

金 64 件、病気見舞金６件であった。今回の支給

件数はほぼ昨年並みであった。(3/1 現在) 

◆申請は事由発生から１年以内です。未申請の方は、

定期大会要項やハンドブック掲載の「救援・慶弔規

程等(要点)」等を参照のうえ、各自での申請をお願

いします。 

◆見舞金の受領は「口座振込」です。（原則） 

【弁償・処分等のお見舞金】 
➊職員の事案で監督責任を問われて処分された場

合等で「厳重注意」以上 

5,000 円～50,000 円 

➋校内事案で弁償、賠償をさせられた場合 

３,000 円～150,000 円〔弁償額の１割以内〕 

今年度から定年引上げになりますが、退職会

員制度について紹介します。校長・教頭職から

の退職者は退職会員となります。再任用管理職

は現職会員継続です。※毎年度当初に諸控除手

続き《44 に８を記入が必要》（政令市は除く）。 

➊：会員資格は退職後 10 年間。但し、役職定 

  年により教諭になられた場合も退職会員 

  資格を有します 

➋：再任用管理職は再任用終了後１０年間 

➌：訴訟支援制度の対象資格継続 

➍：弁護士無料相談(民事３回・家族も可) 

➎：弁護士代理人制度(「公務」等関連)等の適用 

➏：文化事業への応募・参加 

※大管協ＨＰで情報を伝えます。文化事業は１０

月上旬にアップする予定。 

 

 

救援・慶弔規定の 

申請は大丈夫ですか？ 

 

自民党「令和の教育人材

確保プラン（提言）」 
 


